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スライド条項適用上の留意点について(通知) 

 

 

このことについて、令和４年１０年２８日付け事務連絡により企画部技

術管理課長から通知がありましたので、お知らせします。 

インフレスライドを適用する場合、賃金水準の変動時に限らず物価水準

の変動等により残工事費の１％を超える場合は、契約後以降、請求日から

残工期が２ヶ月以上あれば適用できることになっておりますので留意願い

ます。 

なお、各市町村に対しては参考通知を別途発出していることを申し添え

ます。 

 

 

附則 

「賃金等の変動に対する工事請負契約書第２５条第６項の運用について」

（平成２６年２月１４日付け青整企第２７８号）は廃止する。 
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